
 

  

 
一般社団法人膜分離技術振興協会 

 

現在の法人会員（社員）と個人会員の構成は次のとおりです。 

 

 

 
 法人会員 A社員（膜及び膜分離装置メーカー）17社 

法人会員 B社員（膜分離装置等関連メーカー） 3社 

法人会員 C社員（膜及び膜分離装置ユーザー） 0社
個人会員 （学識経験者など）         11名   

合 計 20社＋11名 

 （2026年4月1日現在） 



 
膜協会は、医薬品製造分野における膜法による分離技術・システ

ムの振興、普及を図る目的で、 1982年に非営利任意団体として発

足、2007年10月に有限責任中間法人に衣替え。その後、公益法人

制度改革により、2009年5月に一般社団法人に移行しました。 

設立当初からの医薬品製造分野のみならず、最近では、水道用水、

下水処理・再利用などの膜利用が期待される多くの分野で事業を展

開しています。 

 

膜協会は、1)公衆衛生の向上、 2)地球環境の保護、 3)水の安定

供給確保等の分野に置いて、膜分離技術の振興を通じて、日本国民

のみならず、広く世界の人々の社会生活の維持・向上に寄与するこ

とを目的とし、次の事業を行います。  

 (1) 膜及び膜分離装置に関する調査研究及び啓蒙活動  

(2) 膜モジュールの性能調査認定事業  

(3) 関係行政機関及び関係諸団体との連携と協力  

(4) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業 

 

技術・戦略委員会 

本委員会では、膜分離技術の振興のための膜協会の戦略形式（例

えば、浄水・排水技術分野、医療用水分野、各標準化等での新たな

取組みの企画）について議論し、また実際の活動の場として機能し

ています。特に技術セミナー（膜分離技術セミナー、上下水道膜セ

ミナー等）や講演会の企画・運営を行うことにより、膜およびその

周辺技術の幅広い認知と活性化に貢献します。 
 

 

 

 

膜浄水委員会 

本委員会では、膜利用型浄水システムの普及をめざし、（財）

水道技術研究センター等と連携し、水道界への情報発信を積極的

に行っています。また水道分野における膜モジュール規格を制定

し、水道システム及び水道水質のレベルアップに貢献しています。 

水道用膜モジュール性能調査委員会 

本委員会では、（財）水道技術研究センター監修で当協会が制定

した「水道用膜モジュール性能調査規定集」に従い、水道用膜モジ

ュールの性能、品質等の適正化を図る目的で、同用途の膜モジュー

ル性能調査を行います。 

適合した膜モジュールには、規格認定書および規格合格ラベルを

発行します。また、性能調査結果を（財）水道技術研究センターに

通知すると共に、水道専門新聞等に公告します。 

排水・再利用委員会 

本委員会では、下水や排水処理、再利用分野への膜技術の普及を

目指した活動を行います。 

排水処理や再利用の用途に使える膜のカタログ集の作成や国内

外情報の整理、各種プラントの調査を行い、膜認定制度も視野に国

土交通省の下水道膜処理技術会議と連携した活動を通じて、膜技術

の新しい市場形成に貢献しています。 


